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　木村：では，大会校企画シンポジウム「変革：
ミクロからマクロへの戦略～実践家・利用者・住
民参画による効果的な支援環境開発の方法：プロ
グラム開発と評価を中心に」をはじめさせていた
だきます．本シンポジウムのコーディネーターを
務めさせていただきます，日本社会事業大学の木
村と申します．よろしくお願い申し上げます．
　午前中の大会基調講演では，人びとの生活，
ウェルビーイングを実現するべく，人びとの生活
を支援する環境を開発する，あるいは社会の構造
等を変革していくというソーシャルワークの任務
を果たす上での理念，価値やその方法としてのプ
ログラム開発についてのお話がありました．本大
会校企画シンポジウムでは，そのような開発的な
実践と研究のとり組みを強力に展開なさってきた
3人の先生方と，ソーシャルワークの実践理論に
ついて説いてくださる先生をお招きし，それぞれ
のとり組み等についてご紹介いただきます．先生
方のお話をもとに，ミクロからマクロ実践への展
開方法，またその根底にあるソーシャルワーク実
践の原理，価値についてみなさまと議論していき
たいと存じます．
　4人のシンポジストの先生方をご紹介いたしま
す．
　本学会副会長であり，関東学院大学教授の副田
あけみ先生です．「M‒D & Dによる高齢者虐待へ
の介入アプローチ開発」のテーマで，実践家の

方々とともに開発なさった，多様な機関でのワー
クモデルとなる，高齢者虐待の早期発見とその家
族を支援する初期介入アプローチの開発について
お話しいただきます．
　続いて，大阪府立大学教授の山野則子先生で
す．「エビデンスに基づく効果的なスクールソー
シャルワーク（以下 SSW）事業プログラムの構築
と実施・普及―現場で使える教育行政との協働モ
デル」のテーマで，教育現場のスクールソーシャ
ルワーカー（以下 SSWer）が教育行政とともに展
開する制度的モデル，SSW事業プログラムの開
発についてお話しいただきます．
　次に，社会福祉法人巣立ちの会理事長の田尾有
樹子先生です．「精神障害者の地域生活支援―退
院支援を中心とする巣立ちの会 24年間の活動を
通して―」のテーマで，精神障害のある方々の地
域での在宅医療と生活を支える退院促進支援の事
業の 24年にも及ぶご活動についてお話しいただ
きます．
　3人のシンポジストの先生方の実際のご研究と
実践のお話を受け，ソーシャルワークの実践理論
の側面からお話しいただくのは，首都大学東京准
教授の室田信一先生です．「日本のマクロソー
シャルワークの現在形―Social Work without 
Social Action」と題してお話いただきます．
　みなさま，当事者・利用者・SWerや関連職種・
機関，行政がつながり，一体となって人びとの
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ウェルビーイングを支える環境，社会をつくりあ
げることに尽力なさっている先生方ですが，効果
的なプログラム・事業を開発してこられた一方
で，生活者のニーズから発したミクロの実践をメ
ゾ，マクロへと展開していくにあたっていろいろ
なむずかしさ，課題をお感じになっていることも
お伺いしています．これからますます求められる
マクロ実践の理論や方法について学び考え合う機
会，またその根底にあるソーシャルワークの価値
についてもとらえ直しをする機会としたいと存じ
ます．
　では，まず 4人のシンポジストの先生方に順番
にご発題・ご発言をいただき，それを受けてフロ
アのみなさまとともに議論していきたいと存じま
す．シンポジストの先生方の発表資料についてで
すが，大会プログラム・抄録集の p.26からと，大
会バックに田尾先生のハンドアウトが入っており
ます．
　それでは，副田先生からご報告をしていただき
ます．副田先生，壇上にどうぞ．
　副田：私がお話しするのは，プログラム開発で
はなくて，実践家の方々が，利用者に直接介入し
ていくときのアプローチの開発についてです．で
も，プログラム開発と，この介入アプローチ開発
というのは，共通点も多いので聞いてください．
　この小冊子の中の資料をご覧いただければと思
います．私たちが開発した高齢者虐待防止介入ア
プローチの特徴というのは，2つあります．1つ
は，ストレングス視点の利用者支援ということで
す．ご存知だと思いますけれども，これは，人は
皆，力や資源を持っているという信念に立った支
援です．問題や課題に関する専門家の視点を無視
するわけではありませんが，この信念に基づい
て，利用者支援をしていく．
　このアプローチが対象としているのは虐待され
ている人，あるいは虐待しているご本人です．そ
ういう人々も，ワーカーさんから人としてリスペ
クトされ，話を聞いてもらうなかで，ワーカーさ
んからコンプリメントされる．そういうなかで，
自分の強みやよさ，力というものを確認していく
ことができる．その結果，エンパワメントされ，

状況を変えていく意欲が生まれてくる．こういう
意味での利用者支援のアプローチです（スライド
1）．
　もう 1つの特徴は，支援者支援の方法であると
いうこと．あとでも述べますけれども，虐待事例
に介入するとき，ワーカーさんが少しでも自分の
不安や緊張を和らげて対処できるようにしたい．
それから最後に，直接的なミクロの介入から，
ネットワークまでと書きましたけれども，虐待に
関してはチームアプローチで対応していくので，
機関間で協働して対応していくというのが一般的
です．ですので，その機関間でうまく協働できな
ければ，この介入アプローチは進んでいきませ
ん．それで，私たちは，多機関チームのモデル開
発もやっています．
　それから，今日のシンポジウムのサブタイトル
にもありますけれども，実践家の参画とまでは
ちょっとおこがましくて言えないのですが，実践
家の方々と共同でつくってアプローチを開発して
いると思っています．実践家の方々の声とかご意
見を，私たちがあとでもご紹介します，ツールと
か研修プログラムにかなり反映させてきました．
そういう意味では，私たちだけでつくったもので
はなくて，実践家の皆様と一緒につくってきた
し，今後もお声やご意見を反映させていきたい
と，私たちは思っています．
　そして，ささやかなのですが，効果評価も実施
し，支援者支援としても，利用者支援としても有
用であるということを示してきました．

スライド　1
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　このアプローチの開発は，芝野松次郎先生が提
唱されているM‒D & Dに従って実施しました．
今日のシンポジストのおひとりの山野先生もおや
りになっておられますけれども，私たちは直接教
えを乞わないまま，使わせていただきました．
　開発過程を図に描いてみました（スライド 2）．
その中のいくつかを，今からご紹介したいと思い
ます．最初のページの問題把握と分析のところで
す（スライド 3）．虐待をしているご家族と話しを
しなければならないのですが，児童虐待もそうで
すけど，高齢者虐待も虐待している人たちが介入
を拒んだり，話をしたがらない，そういうことは
非常に多いわけです．自分たちでニーズ調査をし
たわけではないのですが，既存の全国的調査で，
援助職が直面する困難のなかで一番大きいのが虐
待する人との関係形成であるということがわかり
ました．私たちが研修に出向いていっているとき

も，やはり，ここが一番の悩みだと聞いています．
そこで，ここをどうにかしたいといういことで開
発を始めたわけです．
　困難感を持つと，なぜうまくいかないか．家族
が介入を拒否して援助職が支援困難を感じてしま
うと，一般的に行って援助職も回避感情を持って
しまう．援助職がこういう家族に否定的な感情を
もってしまうと，相手の高齢者家族も不信感を強
化してしまう．そうすると，援助職は十分な対応
をせず支援が遅れたり，家族の納得のいかなかい
支援をすることになる．すると，家族の不平不満
が募って抗議が出る．そうすれば，援助職は，
「やっぱり困難事例だからうまくいかない」ってい
う「支援困難」のラベルを貼ってしまう．そして，
そのあとも対応がうまくいかないという悪循環に
陥ってしまう．その悪循環を解くのは援助職の責
任なので，この援助職の支援困難感を少しでも緩
和すれば，この悪循環は変わっていくと考えまし
た（スライド 4）．
　私たちが叩き台のデザインとして参考にしたの
は，児童虐待の対応である，サインズ・オブ・セー
フティアプローチです．このアプローチは解決志
向アプローチを基盤にしています．サインズ・オ
ブ・セーフィティアプローチの特徴の 1つは，危
害とリスクを確認するとともに，安全やストレン
グスについてもみていくという複眼的視点をもつ
という点です．クライエントからいろいろ話を聞
き，安全につながるストレングスや資源を聞き出
し，それに対してコンプリメントというフィード

スライド　2 スライド　3

スライド　4
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バックを必ずやる．解決志向アプローチに基づく
対処質問や例外を聞き出す質問など，いくつかの
技法も使います．こういうものを，危害リスクを
きちんと確認すると同時にやっていく，というも
のです．
　こういう技法を使いながら，話ができる関係性
を作っていく．ちょっと関係が作れたということ
で，ワーカーさんは自分の対処可能性を感じるこ
とができる．これをうまく続けていけば，徐々に
問題についても話し合える関係になっていきま
す．家族のほうもコンプリメントのフィードバッ
クをもらってエンパワメントされ，自覚していな
かったニーズを感じたり，状況変化の意欲を持つ
ようになっていける．
　私たちは，少しずつ変わっていけば，問題が緩
和されたり解消されたりする状況が生まれると考
えています．リップル効果というふうに，システ
ム論がそうですね．システムはそれぞれつながっ
ているので，ある部分のサブシステムにちょっと
変化が起きると，ほかのサブシステムに変化が及
ぶ．そうすると徐々に全体が変わっていくってい
う．その考え方に基づいていて，最初から大きな
問題解決のためのパーフェクトのプランを立て
て，それをもとに，そこに向かっていきましょう
ということではない．少しずつ関係性をつくって
いって，自分と相手との関係が変われば，相手の
生活も少しずつ変わっていくという，そういう考
え方のもとに作成しています（スライド 5）．
　ワーカーさんたちを対象とした研修プログラム

では，なぜ人は変われるかというところと，どう
やれば変わるのかというところの理論を学んでも
らった上で，この介入アプローチのスキルを学ん
でもらいます．その学びや実践のためには，ツー
ルがあったほうがわかりやすいということで，危
害リスク確認シート，安全探しシート，安心づく
りシート，ケースカンファレンス様式をつくりま
した．タイムシートだけは東洋大学の小林良二先
生がつくられたものを，了解を得て活用させても
らっています．
　こういうものをインテークのとき，それから関
係形成と事実確認のための家庭訪問のとき，さら
なる情報収集のための家庭訪問のとき，ケースカ
ンファレンスのときに，こういうふうに活用して
面接していくという方法を学んでもらう．これら
のシートを必ず使ってくれということではなく，
使いながら，この介入アプローチ，安心づくり安
全探しアプローチと呼んでいますが，この考え方
や面接スキルを身につけてもらう，ということで
す．
　安心づくり安全探しアプローチは，シートを活
用しながらいくつかのスキルを用いて一定の段階
を進むという構造化されたアプローチです．介入
目的が被虐待者の安全確保という明確なものであ
り，安全確保は早いに越したことはないという，
虐待事例対応のアプローチなので，一定の構造化
は必要です（スライド 6）．
　資料に書かせていただいたような，基本的なプ
ログラムの内容をつくり，研修依頼者の求める研

スライド　6

スライド　5



変革：ミクロからマクロへの戦略

－ 57 －

修時間や研修目的に合わせてカスタマイズをし
て，このアプローチの研修を重ねています（スラ
イド 7，8）．
　このアプローチの有用性を確認するために，研
修前アンケートと研修後アンケート，また，研修
3か月後に，同じようなアンケートをやって結果
の比較をやりました．さらに，経過記録調査やヒ
アリング調査もやり，研修で学んだアプローチで
実際の高齢者虐待事例に対応した経過と結果を調
べました（スライド 9）．
　研修のアンケート調査は 1年間かけてやりまし
た．いくつかの項目を比べましたが，対処可能感
についていうと，対処可能感というのは，ここに
書かれているように，虐待する（そのおそれのあ
る）家族に対してなんとか対応していけると感じ
ているのかどうかを把握する項目です（スライド

10）．
　結果をいうと，研修前・研修後では，対処可能
感が若干上がりました．やはり研修を受けて，虐
待者への対応のやり方がわかると，なんとかやれ
るのではないかという対処可能感がアップする．
これはとても大事なことと考えています．最初の
悪循環を断ち切るところで，不安や緊張が少し弱
まり，なんとかやれるかもしれないという気持ち
が出てくると，家庭訪問したときに，最初の会話
でもその後の面接でもそのやり方が少し変わって
きます．
　これは虐待事例への支援経過を記録するシート
です．今日の配布プリントの中には入っておりま
せん．高齢者虐待のケースなので，情報をいただ
くことはとても難しい．それで，本当に最小限の
情報だけ，面接ごとに書いていただくことにしま

スライド　7 スライド　8
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した．基本的に，面接でやった項目をチェックし
てもらうというやり方をとりました．そして，虐
待する家族との関係性については，関係性をつく
ることがまったくできていない状況を 0点，関係
性が大変うまくつくれているという状況を 10点
とすると，いまの状況は何点ぐらいだと思うか，
スケーリングをしてもらいました．そして，何が
あったからその点数をつけたのか，その根拠を 1
行程度で書いてもらい，次の面接で，どういうこ
とが起きていれば 1点上がったと言えると思うか
についても 1行程度記述してもらいました．つま
り，次のプランを考えてもらいました．同じよう
なスケーリングを，家族の状況変化に対する意欲
についてもやってもらいました（スライド 11）．
　ケース記録も書かなければならないのに，この
経過記録シートも書いてもらうというのは大変な

ので，協力者をたくさん得ることはできず，複数
の地域包括支援センター職員と行政の方にお願い
して実施しました．
　毎回やっていただいたスケーリングの点数が，
上がったとか下がったとか，もう 1回上がったと
か下がったということを，矢印を使って図示をし
てみたところ，この虐待する家族との関係性は，
全体としては向上したものが多かった．家族の状
況変化に対する意欲についても，上がり下がりが
あるけれども，全体としては向上したものが多く
なった．これらは，あくまでも担当ワーカーの主
観的判断なのですが，この向上していくというこ
とは，ワーカーにとっても嬉しいこと．もう
ちょっとやれるかなという，対処可能感の向上に
貢献すると考えることができる．
　本当は，このスケーリングを関係者全員につけ
てもらいたかった．複数でやると，それは客観と
言えるものになりますので．関係性があまりよく
なく，状況に関して変化の意欲を感じていない家
族について，いろいろな立場から話すことで，見
えてくるものがある．それを踏まえて家族と話し
合っていくことで，この方の生活状況にも，いい
影響を及ぼしていくことが可能になる．状況をど
う変えたいのか，どう変えていくか，一緒に話し
合って目標をつくる，解決志向アプローチではイ
ンフォームドゴールづくりと言いますが，それを
やってもらう．
　経過記録シート調査協力者には，グループイン

スライド　12
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スライド　11



変革：ミクロからマクロへの戦略

－ 59 －

タビューと個別インタビューも行いました（スラ
イド 12，13）．
　私たちの研修では，この介入アプローチについ
て，「いいと思ったら，ぜひ使ってみてください」
と言っていて，これがベストの介入アプローチと
いうことを言っているわけではありません．対応
のための「引き出しを一つ増やしてください．そ
れがいいというふうに思ったら，周りの人たちに
も一緒にやっていきましょう」と誘ってください
と言っています．
　ところが，今の実践現場ではなかなか浸透はむ
ずかしい．私たち研究者もそうですけれども，ど
うしても頭が問題志向になっていることが多い．
ストレングスや資源を見出そうと言っても，多く
の人が，虐待の問題なんだ，問題を見なくてどう
する，リスクを見なくてどうするという発想が先
に来る．なかなか理解が得られずチームワークが
できにくい．機関間で一緒にやっていくという意
識がなかなか高まらない．虐待対応に危害リスク
視点とともにストレングス視点をもつということ
が，なかなか広がっていかない．問題志向の組織
文化をもつ機関が圧倒的に多いです．
　その組織文化を，問題志向の視点だけでなくス
トレングス視点ももてるように，ちゃんと両方の
バランスをとって見ていくことができるような組
織文化にしていくために，私たちは，機関間協働
スキルというものを調査し，その中から，機関間
協働を円滑にするためのコミュニケーションスキ
ルを抽出し，その研修プログラムを開発しまし

た．また，両方の視点に基づくケースカンファレ
ンスを実施していくための様式を開発し，その研
修も実施しています（スライド 14）．こうした研修
を受けた人々が「これでやっていこう」と使って
いただき広がっていくのが，方向としてはよいの
ではないかと思っています．
　すみません．ちょっと時間が過ぎました．これ
で，私の報告を終わります．ご清聴ありがとうご
ざいました．≪拍手≫
　木村：副田先生，ありがとうございました．続
いて山野先生，お願いいたします．
　山野：大阪府立大学の山野と申します．どうぞ
よろしくお願いいたします．
　私からは，効果的な SSW事業モデルをつくっ
てきたことについてご報告します．この調査に
入ったのは，2010年からになるのですが，長い経
緯の中でやってきたことを，どれぐらい伝えられ
るかわかりませんが，ご意見，あとでいただきた
いと思います．
　たくさんあるスライドをカットしながら進めた
いと思います．まず，児童領域の特徴として，今，
子どもの貧困対策のなかで，SSW全校配置とい
うことが出され始めました．この事業モデル作成
過程で，いろいろ文科省にアピールしてきた成果
もあります．そもそも，子どもの置かれている現
状が，孤立であるとか，児童虐待であるとか，貧
困の問題とか，それは，全校生徒数から見ると，
30％ほど占めている，30％とうのは特別な問題と
いう数値ではないということをお伝えしています．
　SSWerとはどういうものなのかというと，国が
明示している文を一番下に紹介していますが，い
じめ防止対策推進法や，子どもの貧困対策に関す
る大綱によって初めて法律に掲載されるようにな
り，現在 SSWerの増員や中学校全校配置の提案
で，話が盛り上がっている最中です．
　この研究自体を始めたときは全然，そんな温度
ではなく，文科省の方を巻き込みながら，この研
究を進めてきたわけです．基本は午前中お話しさ
れた，大島先生のプログラム評価の理論に基づい
て，いろいろ教えていただきながら進めてきた経
緯があります．

スライド　14
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　図 1に沿ってお話ししていきます．
　2008年から文科省 SSWer活用事業が始まって
いますので，2010年，この研究に着手したとき
は，大阪が先行して2005年から実施していました
が，まだまだ全国的にもグッドプラクティスとい
えば，限られているような状況でした．グッドプ
ラクティスであるワーカーや教育委員会にインタ
ビューをお願いし，そこからプログラムの効果的
援助要素を抽出して，図 1の 1のプログラム理論
を作成してきました．
　そして，大島先生のお話しにもあったと思いま
すが，作成したプログラム理論を実践家参画型
で，ワークショップを行いながら，これを確実な
ものにしていきました．全国，沖縄から北海道ま
で，スーパーバイザーであるとか，このことに興
味がある，評判の実践を実施されている SSWer
や教育委員会担当者というようなメンバーが参画
して下さり，グループ議論をしてきました．
　また，初めのインタビューから作成した仮モデ
ルができると，その項目を使って，スクールソー
シャルワーカーの実践や実態はどうなっているの
か，まだ全く見えない時期でしたので，全国調査

をおこなってきました．この評価は後で触れます
が，全国調査の結果を実践家参画型ワークショッ
プで議論する，この実践家参画型の意見交換会を
各段階で繰り返しながら，進めていました．次の
段階の試行調査においても確定してきたモデルの
事前事後調査を行って，事業評価を行いながら，
モデルを完成してきました．今現在は，国立研究
開発法人科学技術振興機構（略称 JST）の助成を
受けて，社会実装を実施しています．つまり，研
究者が研究でつくってきたもの，理論を実践現場
に装着させるという意味で，社会実装という，
JSTの中の事業です．その研究補助の採択を受け
て，拠点地域から全国各地へ展開している，全体
の研究像は，そんな形です（図 1）．
　作成してきたプログラムモデルは，どんなもの
かというと，まずアウトカムの一連のつながりを
示すインパクト理論を説明します．一番遠いアウ
トカムは遠位アウトカムといい，「一人ひとりの
子どもの QOLの向上」であったり，「支えあう地
域ができる」というものです．これらもワーク
ショップで，実践家の皆さんとともに抽出してき
ました．これが究極の目的であり，その下に書い

図　1　効果的なスクールソーシャルワーク事業プログラムの生成過程
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てあるのが，その下位のアウトカム項目，その下
や横が，これらのアウトカムをもたらすには必要
な項目，つまり近位アウトカムという構造になっ
ています（図 2）．
　一番遠いアウトカムの下にあるのが，教育現場
のソーシャルワークなので，いじめの問題である
とか，暴力の問題とか起きていますが，教育現場
に安心・安全をもたらすというものと，児童虐待
の問題などから，家庭環境に安心・安全をもたら
すというもの，です．この 2つが存在することが，
ソーシャルワークの中でも「スクール」の特徴で
はないかということを，SSWerや教育委員会担当
者とも，議論し確認してきたところです．家庭環
境の安全と安心だけなら，児童相談所やほかの児
童福祉のソーシャルワーカーと変わらない．しか
し，学校をフィールドとするということで，学校
と家庭と両方の改善への目的があると考えていま
す．
　次がプロセス理論です．教育委員会のプロセス
理論（図 3）と，ワーカーのプロセス理論（図 4）
です．教育委員会と一緒に協働しないと，前に行
かない．このプランを考えるのは教育委員会で

す．なので，教育委員会を巻き込んだ形で，この
プログラムを作っていくということを，ずっと
やってきました．
　では，次に行った図 1の 2にある全国調査の報
告を少しさせていただきます．SSWerは，今年か
ら原則社会福祉士か精神保健福祉士資格所持者と
なりましたが，まだ教員免許を持っている方が多
い．2012年調査ですが，パーセントは，複数回答
ですので，SSWerといえど，教員の免許を持って
おられる方のほうが，しめる割合が高いという実
態です．
　また，全国調査において SSWerのプロセスに
対して，どれぐらいアウトカムと相関しているか
というものを明らかにしました．この段階では，
インパクト理論が途中段階のものですが，全国調
査，試行調査などを経て何度も議論しやり直し最
終的には先ほどご説明した，インパクトに変わっ
て変更してきています．途中段階であっても
SSWerの動きが，インパクトに影響を与えている
ということ，これも国に見せながら，ソーシャル
ワークの理念やスキルの必要性を示してきました．
　そして，この実践とアウトカムとの相関を実践

図　2　効果的な SSW事業プログラム「インパクト理論」
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図　3　プロセス理論（組織計画＝教育委員会の実践）

図　4　プロセス理論（サービス利用計画＝SSWerの実践）
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家参画型のワークショップにおいて，扱ってきま
した．先ほど申しあげた，沖縄から北海道まで集
まった実践家の皆さんに図 7のような（正確には
図 7は試行調査時の相関表）相関表をお見せして，
平均は高いのに，相関があまり出ていないのはな
ぜなのか，ワーカーはたくさん実践しているの
に，なぜインパクトにつながらないのかというこ
とを議論したり，その逆の議論をしてきました．
データでもって，エビデンスでもって，実践現場
の皆さんと議論することを重ねてきました．これ
は，なかなか好評で，実践家の方も「客観的に見
れるのは，すごくよかった」という風におっ
しゃってくださっています．
　それをまた修正するというのは，どんな風に
やってきたのかですが，いろんな意見をいただい
て，私たち研究チームで検討して，「この項目に加
筆をしました」とか，「ここを再編しました」とか
というように，丁寧に，25人，30人のメンバーか
らいただいたいろいろな意見を 1つ 1つ見直し報
告しました．修正するというのは非常に大変でし
た．大変でしたけれども，チームでこれをやって
きたということです．
　それから，実践家参画型ワークショップのもう
一つのポイントは，各自治体が，このプログラム
を使って，どんな風に実践しているのか，このプ
ログラムをどんな風に使っているのかを，実践家
参画型で報告会をやってきました．そこに，文科
省の方にも一緒に聞いていただくとか，効果的な
SSWのあり方研究会っていう名前で，年間 3回，
4回とやってきました．そこに，文科省の方であ
るとか，国立教育政策研究所の方をお呼びして，
意見をいただき参画していただくということをく
り返してきました．日本社会福祉士会や日本社会
福祉士養成校協会の皆様も参加くださっています．
　次に，図 1の 3にいきます．プロセス評価をし
ていくために，試行調査をしてきました．このプ
ログラムを事前事後で，1学期にやったものと 3
学期にやったもので，どんなふうに変わったかみ
ています（図 5，図 6）．もし興味を持ってくださっ
たら，ぜひあとで「エビデンスに基づく効果的な
スクールソーシャルワーク」の本をご覧下さい．

派遣型と配置型がありますので，前期にやったも
のが実線，後期にやったものが点線になっていま
す．それで，濃い色が派遣型で，薄いのは配置型
ということで，これを見ると，派遣型のほうが，
効果をもたらしやすいと見えるかもしれません．
　実はこれ，事前事後で事後のほうが下がってい
るのです．点線のほうが内側に入っていますので
（図5）．それはなぜなのかっていうところをまた，
みんなで議論するというようなことを，データに
基づく議論を重ねてきました．
　教育委員会の実践も同様に評価していきます．
教育委員会の方の事前事後調査のレーダーチャー
トですが，教育委員会の方のほうが，点線が外側
になっています．教育委員会の方は事業を計画す
る人ですから，初めて担当して，どうしていいの
かわからないと思っていらっしゃる方が結構い
らっしゃいます．そこで，一緒に参画してくださ
り，「こういうことが必要だよね」と提示をして一
緒にやってくことで，やれることが増えていかれ
たり，この通りやっていかれたりというようなこ
とが起きていました（図 6）．
　その結果，これは相関ですが，文科省が出して
いる不登校，いじめ，児童虐待とかが解決したと
か好転したという数字を，毎年各自治体から文科
省が集められ，それを投入して，実際の動きと問
題行動の改善との相関が出てきます．数字がこん
な風に入っているというのが見えてきます（図
7）．こうして，図 1の左上にある，効果的な SSW
事業プログラムを完成させました．
　こういったものも国に見せながら進めること
で，国からオーダーが来て，たとえば，地域ごと
に，子どもの貧困対策で今度予算を拡充しようと
していますから，貧困の地域によっての差がある
のか，1人何人ぐらい担当できるのか，成功する
のにはこの人数はどうなのかなど，いろんなデー
タに基づいたご質問をいただいています．来週も
打ち合わせ予定です．文科省としても今，財務と
話し合うのに，データをいろいろ集めようとされ
ているというところです．
　このように巻き込みながら，文科省の方に一緒
に参画していただきながら，やってきました．大
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図　5

図　6
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阪府立大学を中心に（図 8），各地域から集まって
いただいて実践家参画型ワークショップを行って
きました．今年度は，集まっていただいていた，
沖縄から北海道までの 6地域を拠点にして，実践
家参画型ワークショップを同じようにしていこう

と始めています．
　先ほどの JSTの予算で，マニュアルにそった実
践をWebでチェックしていくとレーダーチャー
トがすぐ出てくるつくり込みをしています．アウ
トカムとの相関も出せるようにもなります．各地

図　7　試行調査結果（相関表）

図　8　スクールソーシャルワーク評価支援研究所の体制と内容
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域での実践家参画型ワークショップにおいて，私
も呼ばれて行ったりもしているのですが，この
レーダーチャートを見ながら，ここができていな
いのはなぜだろう，どうすればいいだろうと話し
合いが深まります．実践プロセスを示したプロセ
ス理論を，だんだん皆さんわかってきてくださっ
ていますので，図 4をみながら，「Cの 2ができて
ないから，C1に戻らないといけないね」とか，今
やっている Cの 1はここにあって，Aの 2という
のはここにあるけれども，関係しているよね」，な
ど上下の順番であるプロセス関係やヨコの関係に
気づかれていきます．そういった視点を広げるこ
とで，効果をもたらすことを実感されていってま
す．本プログラムの活用の重要性の気づきから，
実践と研究の相互作用を意識しながら，やってい
こうとコアメンバーが形成されつつあります．
　こうして調査で明らかにしたエビデンスを必
ず，実践家と意見交換するという形で進めてきま
した．全国調査をして実践家参画型のワーク
ショップで意見交換，そして修正，さらに試行調
査をしてワークショップ，そして修正，今度は
Webによる試行，そしてワークショップと続けて
きました．SSW実践をエビデンスに基づいて明
らかに示してきました．
　今の私たちの課題は，こういった各地域の実践
家の主要な方たちが評価ファシリテーターとなっ
て，地域を育成し，声を吸い上げて，また全体で
集まる部分とディスカッションしながら，前に進
めることです．一人ひとりのワーカーの意識や，
やり方とかを拾いながら，全体議論をしていま
す．ここでいう評価は決して，研究者が評価者で
はなく，自分たちで自分たちの実践を評価する，
エビデンスに基づいてしっかり検討し，改めた
り，強化していく力をもつことです．その育成支
援のために大島先生の科学技術センターと繋がり
ながら，この 4月にスクールソーシャルワーク評
価支援研究所を立ち上げました（図 8）．
　そんなことが，もうちょっと広い視野で，先ほ
ど副田先生のお話しにもありましたが，SSWだ
けで凝り固まってたら，なかなか展開していけな
いっていうところもありますので，厚労省である

とか，文科省の児童政策，家庭教育，いろんな部
門がまたがっていますので，こういったところと
一緒に，現場レベルでも議論しながらやろうって
いうことで，シンポジウムも企画しています．午
前中は今お話しした自治体の取り組みの報告会と
ワークショップ行い，お昼から視野を広げて，文
科省や厚労省の方に来ていただいて制度モデルを
考えるシンポジウムを企画しています．
　今までのところで，決して上手く進んでいるわ
けではありません．ただ，エビデンス・ベース
ド・プラクティスがベースで，皆さんに周知徹底
していったり，ある程度文科省にも示すことがで
きたのではないかと思っています．
　なぜかというと，1つは，今までお話しした，
文科省が参画していること，2つ目に，今の国の
動きの中で，大臣レク，議員レクという形で呼ば
れ，私たちの，効果的なスクールソーシャルワー
ク事業のあり方研究会（のちにスクールソーシャル
ワーク評価支援研究所）の実践家メンバーと出向い
てきました．3つめに，実践家を導入しながら国
にも働きかけ，動く母体として，評価支援研究所
を立ち上げて，今年度ここに文科省の委託事業と
委託研究を受けていること，です．
　教育委員会には，このプログラム実施するため
に自分の課題として動いていただくために，文科
省からの委託事業を再委託として各都道府県に受
けていただき，組織と組織の契約を交わし，主体
的な県を作ることを始めました．教育委員会担当
者が 2～3年で変わるので，大変ですが，4年越し
で関わる中で担当も変わった中で，なんとかその
中でも再委託を受けて一緒にやろうというところ
を，つくってきたっていう経緯があります．
　ただ，すんなり皆さんが「これ素晴らしい」と
導入されるわけでは決してなく，エビデンスにも
チェックしていくことにも抵抗感も高くありま
す．大島先生のおっしゃる実践家参画型意見交換
会，を私たちは平均値や相関など全くの数値デー
タを基に話をする定量的な側面と，エビデンスに
基づいてその実践はなぜできているのか，なぜで
きないのか実践の意味を語りあって自分たちの実
践に意味付けをしていくという定性的な側面を併
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せ持って進めていることが，とても意義があると
思っています．プログラムの内容は，ソーシャル
ワークの一番基本理論のものであり，何かの特別
な理論に特化しているものではありません．国の
方にも項目を見て「これは当たり前じゃないです
か？」と言われたくらい，特に特徴のあるプログ
ラムではない．しかし，SSWerには福祉ベースで
はない方も多く，国もまだガイドラインも作成し
ていないなかで，ベースラインをつくっていくと
いうのは非常に大事ではないかと思っています．
　特別なことをしているわけではないので，ベー
スラインを一緒にやれることなのですが，それぞ
れの地域のやり方があるから，押しつけられる感
を各地域の教育委員会も，研究者の方も持たれた
りすることもあります．日本中の学校に初めて
ソーシャルワークの価値や理念を浸透させるべく
大切な時期ですので一致団結していきたいところ
ですが，なかなかそういう壁もあります．これか
らどんどん広げていく時期ですが，まだスーパー
バイザーがいるところはいいのですけれども，バ
イザーもいなくて，ある地域では全員元教員だっ
たり，あるいは児童相談所の虐待の調査をする役
として，スクールソーシャルワーカーが置かれて
いたり，という実態もあります．なので，Webで
簡単にソーシャルワークの活動が簡単に確認でき
るように，困ったとっさのときにバイザーもいな
いところでスマホでどうしたらいいかチェック
BOXで確認できるように考えました．
　ただ，Webチェックのみすることは，すごく不
安もあります．それで先ほどのWebでチェック
したものをみんなで項目の意味を考えたり，うま
くいかなかった実践を客観的に振り返るために項
目を考えたりする，ワークショップのあり方も
今，整理しています．チェックをつければいいと
いうことではなく，議論する，実践の意味を振り
返る，ファシリテーションを進めています．評価
ファシリテーターという形で，実施から評価，そ
して普及っていうところまで視野にしています．
こうした実践の振り返りをすすめ自身で実践を評
価することを促せる人材の養成をしようと，12月
に 2日間の養成講座を計画しているところです．

ぜひ，あとでご意見いただけたらありがたいです．
　以上で私のお話しは終わります．どうもご清聴
ありがとうございました．≪拍手≫
　木村：山野先生，ありがとうございました．そ
うしましたら，田尾先生，よろしくお願いいたし
ます．
　田尾：ご紹介いただきました，巣立ち会の田尾
と申します．
　今日のテーマを「退院促進支援の実践から政策
へ―その成果と限界―」と設定しました．
　今日のお話ですが，巣立ち会というのは社会的
入院者を地域に連れ出し，その生活を支援してい
こうという目的で発足しています．ですから，発
足から 20数年たった今も脈々とその実践を行っ
てきています．入院者の退院は単純に退院を勝ち
取ることに結果があるのみで，特別な方法やモデ
ルと言われるようなやり方があるわけではありま
せん．そこに系統だった理論があるわけでもあり
ません．
　ですから，今日は私どもの実践を通してのお話
をお聞きください．
　もう一つ，何故退院支援だったかというと私の
職業人生の始まりで出会った人たちが，退院先が
なく長期入院になってしまう方たちだったからで
す．つまり，最初に出会った方たちのニーズを追
うことでこの事業を開始しています．この目の前
の人たちのニーズを満たす支援を作り上げるとい
う発想は巣立ち会の原点にあります．
　今日の話で，退院支援以外に巣立ち会が行って
きたサービスとしてうつ病のリワークや早期支
援，リカバリー支援のプログラムなどがありま
す．これらも利用者ニーズに沿って始めたもので
す．それについても後で少しだけ触れます．
　そして，今日の大会テーマであるミクロからマ
クロの戦略とありますが，この実践を通して自分
たちの活動だけでなく，政策提言にかかわること
でどのような成果があったのかなかったのか，最
後にお話ししたいと思います．
　巣立ち会の歩みです（スライド 1）．1992年に活
動を開始してから 2年とおかず，社会資源を増や
したり，新しい活動を始めたりしています．現状
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維持は後退であるという思いがあります．
　巣立ち会の原点にある思想は，利用者のニーズ
を求め続ける，そして施設処遇は人間の本来のあ
るべき姿ではない，地域に住んでこそ人たり得る
という思いがあります．
　巣立ち会の事業の全体です（スライド 2）．
　通所の事業所が 4つ，グループホームは 87居室
持っています．それ以外に指定相談事業所，市か
らの委託事業で，ピアサポート事業，この中でリ
カバリーカレッジというプログラムを行っていま
す．他に東京都から精神障害者地域移行促進事業
の委託も受けています．
　巣立ち会は，三鷹と調布の間にほとんどの事業
所があり，その周りには精神科の病院がかなりあ
り，病床を合わせると 5,000床にもなります．
　通所の 4つの事業所の特徴です（スライド 3）．
巣立ち風，巣立ち工房は長期入院から退院してき
た人たちが多く，年齢も高く生保率なども高い人
たちが多いです．こひつじ舎は駅から近いという
こともあって，様々な年齢，疾患の利用者がいま
す．シンフォニーは後でお話しするうつ病のリ
ワークと早期支援を行っている事業所ですので，
平均年齢も若く，生活保護受給者もほとんどいま
せん．
　利用者の総数が 300名以上になっています．
　先ほどお話しした，グループホームの居室総数
は 87，東京の場合，通過型と滞在型があります
が，通過型が 36，滞在型が 51となります．グルー

プホームを使わず，直接アパート退院の人もいま
すし，また通過型のグループホームを経由してア
パートに出る方などの支援も行っていますので，
居住支援 42名はそういう方たちです．
　87居室のうち既存のアパートの借り上げは 20
居室で残りの 67居室は地主さんに立ててもらっ
ているものです．それがこのスライドで全部で 9
棟の建物を建ててもらっています．通所の建物も
自前で 3棟建てていますが，地域で，反対運動な
どにあったことは今までありません．
　このれスライド 4は，10年以上前に作ったもの
ですが，当時アウトリーチという言葉はまだほと
んど使われていませんでした．私たちが最初にア
ウトリーチという言葉を使ったのは地域から病院
に迎えに行くことをアウトリーチと呼びました．
今は逆の使われ方をしていますね．病院まで迎え
に行って退院を促すというやり方は少なかった時
代のことです．この当時，すでに退院した利用者
の体験発表をしたり，地域の社会資源の DVDを
見せたり，職員向けの研修会を行ったりというこ
とをしました．今では当たり前になっていること
です．
　当会の退院支援の特徴としてはもう一つ，入院
中から通所してもらって訓練を始めることです．
グループホームだけだとかかわる職員の数が少な
く，利用者のことがよく見えないという問題があ
ります．通所に通ってくれればかかわる職員の数
が増え，支援の幅がぐっと広がります．そのため，

スライド　1 スライド　2
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いずれ通所には来なくなってもせめて入院中だけ
でも来ていてくれればその間に関係を付けて退院
後の支援につなげていくというように考えていま
す．長期入院の退院者はグループホーム，通所の
事業所それぞれが単体で支援するのではなく，会
全体で支援していくというのが当会の文化になっ
ています．
　当会の退院支援の特徴は（スライド 5），今まで
の話と重複していますが，4番目の NOと言わず
に受け入れること，他で受け入れてもらえなさそ
うな人，難しそうな人はなるべく巣立ち会で受け
入れていくことを心がけています．
　平成 17年からの当会で退院した人たちの現状
は，支援開始時の年齢は平均 50歳くらい，入院期
間は年度によってばらつきはありますが，全利用
者の平均を取ると11年程と出ています．昨年度の
入院期間が 5年と短縮されていることが変化で
す．今後このような傾向が続くのか，もう少し様
子を見なければと思っています．
　都からの委託事業を受けて，従来連携している
病院以外にも入ることになり改めて思うことがあ
ります（スライド 6）．都内の病院でもばらつきは
ありますが，こんなに退院できそうな人がまだい
ると驚くような病院もたくさんあります．入院患
者は高齢化してきて，退院を考えるなら急務な課
題なってきています．
　私は院内作業療法というのが結果的に見て，病
院内適応を促し，退院を阻害してきたと思ってい

るのですが，リハビリテーションは地域で行う方
がいいと思っています．基本的なことですが，人
の人生を管理し続けるのは間違いです．利用者の
生きる力をもっと信用すべきです．
　病院の職員の偏見は根深いものがあります．意
識改革が必要と感じます．同時に地域の関係者も
自分のところの事業の安定だけでなく，自分たち
の社会的使命をもっと認識し，この社会的入院に
関して役割を取っていこうという意識を持つべき
だと考えます．
　以下は，巣立ち会を利用して退院した人たちの
データです（スライド 7～11）．
　利用開始時の年齢です．50代が最も多く，40
代，60代と続きます．総入院期間ですが，1～5年
が最も多いですが，20年以上も 4分の 1います．
居住先はグループホーム，アパート足して単身が
72％です．
　対象者の現在ですが，約半数は現在も当会の支
援を受けています．何らかの形で終結とした人た
ちも18％いますが，死亡が17％と非常に多いのが
気になります．実はこの死亡者の平均年齢を取っ
ているのですが，64歳と非常に若いです．長期慢
性の精神疾患者の寿命が短いことは言われていま
すが，私たちのデータにも如実に出ています．こ
のことはきちんと研究として取り上げられなけれ
ばならない問題だと感じております．疾患名は統
合失調症が 84％います．
　以上，ここまでが当会の退院支援に関するお話

スライド　3 スライド　4
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です．
　ここからは退院支援以外の当会の事業を少しだ
けご説明します．
　ユースメンタルサポート Colorですが，対象年
齢が 10代半ばから 20代初めまでと年齢で絞って
います．基本的には早期介入の対象者，精神病性
疾患の初回のエピソードのある人と考えていたの
ですが，ご相談にみえる人たちが必ずしもそうで
はなく，今は疾患に関係なく，若い人たちで精神
疾患，或いは疾患とは呼べない段階でも相談が必
要な人には相談を，就学支援など生活支援が必要
な人にはそうした支援を行っています．利用者の
平均年齢は 21歳くらいです．
　このくらいの年代の若者に特化した支援がな
く，利用される人は劇的に変化していくことが多

く，若者支援の重要性を非常に感じています．
　精神科の外来で最も多いのは気分障害ですが，
地域には気分障害者を対象にした支援がほとんど
ありません．うつ病の人は統合失調症が中心とな
る事業所にはなかなか馴染めません．ルポゼとい
うプログラムはうつ病のリワークに限定していま
すが，初発で来る方は非常に少なく，2度以上の
再発をしている人が多く，再発にならないための
自己洞察を促すことをします．
　プログラムは多様なのですが，一方で，プログ
ラムによる学習だけでなく，私どもの支援はリカ
バリー志向の支援なので，仲間との関係性を重要
視します．仲間からの支援を受けられるようにな
ることが一つ回復の大きな兆しともとらえられま
す．

スライド　5 スライド　6
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　福祉事業所であることの強みとして，支援のケ
アマネジメントを行えます．復職者に対する会社
との交渉をすることもありますし，離職者に対し
ては就労支援を行っていくこともしています．
　当会ではリカバリーカレッジというプログラム
を行っています．
　全事業を通してリカバリー志向の支援を行って
いるつもりですが，このプログラムでは地域で希
望する人たちがフリーで受けられるようになって
いて，リカバリーとは何かとかを理解するための
リカバリー入門，それを実践するための支援者の
ためのリカバリー実践，そのほか，リカバリーを
重視した支援プログラム，WRAPや当事者研究，
ピアカウンセリングやピアサポーター養成講座，
他にもアロマセラピーや認知行動療法など自分自

身で自分をコントロールするためのいくつかの方
法を講座制で行っています．リカバリーのキーコ
ンセプトをシェアすることが重要な要素となりま
す．
　私たちの目標は自分たちが納得いく事業を展開
するにとどまらず，利用者に必要なサービスが全
国に広がってほしいと願っています．行政が誘導
するサービスを着実に行っていくことも重要です
が，必要なサービスを考案し，提言していくこと
も我々の重要な仕事だと思います．
　最後に私がかかわってきた政策に関することを
少しお話しします．その前に皆さんご存知だとは
思いますが，日本の精神障害の特に入院者の状況
に関するデータをご覧ください（スライド12～16）．
　少し前のデータになりますが，相変わらず，精
神科病院の病床数日本は圧倒的には多く，1年以
上の入院患者が平成23年度で20万人以上います．
入院患者は少しずつ減少している傾向があります
が，これは主に死亡退院によるものです．入院患
者の年齢は半数が 65歳以上になってきています．
疾患別の入院患者ですが，統合失調症は少しずつ
減少し，その代わり，認知症が少しずつ増えてき
ています．
　平成 16年に精神保健福祉改革ビジョンが出さ
れた時は私は感動して，それこそ胸をわくわくさ
せた覚えがあります．7万人で十分とは思いませ
んでしたが，ようやく国も本気で，この社会的入
院の問題に取り組もうとしてくれていると感じま

スライド　9 スライド　10
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した．翌年，障害者自立支援法が施行されるわけ
ですが，後から考えるとこの時，この法律を作る
ために省内の優秀な人材がこの障害福祉部に集め
られました．今の事務次官の村木さんが企画課長
でしたし，現在千葉県の医政局帳をしている矢島
さんが精神障害課長でした．お二人とも非常に優
秀でやる気があり，現場に耳を傾けてくれる人で
した．課長クラスだけでなく，全体的にそうでし
た．自立支援法は批判が多かった制度ではありま
したが，私は最初から強く支持していました．こ
の法律で，福祉サービスが本当に三障害一緒にな
れたからです．それまで精神だけが継子扱いさ
れ，ずっと補助金制度の中で，社会資源も増やせ
ず，苦しんでいました．補助金の場合，担当の行
政区がお金がないと言えばそれ以上に事業を展開
することができませんでした．それが国の義務的
な経費として位置付けられ，サービスが必要にな
ればニーズに沿って増やしていけるという画期的
な変化でした．この法律で，精神障害者の地域資
源の在り方は飛躍的に変わりました．うちのグ
ループホームも 18年以降 40居室ほど増えていま
すし，通所者も 200名以上増えています．グルー
プホームで約 2倍，通所で 3倍になっています．
　この後，平成20年から今後の精神保健医療福祉
に関するあり方等検討会というのが始まるのです
が，現場経験者として検討委員に選ばれました．
　私にとっては社会的入院の解消はライフワーク

のようになっていましたから，この時，不遜にも
日精協や日医の先生たちと患者さんの退院可能性
についてバチバチやっていた覚えがあります．で
もその話はあまり結果としては実りはありません
でした．この検討会での大きな成果は 21年の 3月
に上程される改正法案に乗った，相談支援の強
化，ケアマネジメントの対象者拡大でした．
　この検討会で，サービス等利用計画の作成のあ
りようがおかしく，件数が伸びていない現状を指
摘して強く改善を求めました．同時に精神障害者
退院促進事業も退院者が全国で年間に 200人にも
ならないという成果の出ない事業となっていたこ
ともあり，私は委託先だけが退院促進を行うとい
うことでなく，事業を行えるすそ野を広げ，なお
かつ個別給付にすることを主張しました．今，ケ
アマネジメントはサービス受給者全員に行うこと
になりましたし，一般相談支援事業所は地域移行
支援を行うことができるようになっています．
　今の東京の現状は計画を立てることで追われて
いて，地域移行にまで．手が出せない状況にあり
ます．今の時点ではまだ十分に機能していません
が，制度としては幅広い可能性のあるものだと考
えています．
　平成 20年に話し合われたものが 7年後，制度を
大きく変え，サービスに影響を及ぼすようになっ
ています．提言したことが政策化されて実行に移
るためにはこのくらいのタイムスケジュールで考

スライド　12 スライド　13



変革：ミクロからマクロへの戦略

－ 73 －

えていくべきことなのかもしれません．
　一方で，退院促進，社会的入院の解消ですが，
あり方検討会の中でも報告書として統合失調症の
入院患者を減らすということは明言されています
が，現状大きく，社会的入院が減っているという
実感はありません．
　ここへきて，この結果を鑑み，私はあることか
ら目をそむけてきたことに直面せざるを得ません
でした．社会的入院を解消させるのは退院促進・
地域移行をいくらやっても駄目だということで
す．病院は病床があればいくら退院をさせても代
わりを入れます．今最も恐ろしいことに，精神科
病院の空病床が認知症で埋められるようになって
きています．経験的にも認知症は介護の領域で見
られるべきで，精神科病院では認知症はかえって

悪くなってしまいますし，認知症の社会的入院が
着実に増えています．
　訴えていかなければならなかったのは退院促進
ではなく，病床の削減でした．日医や日精協との
対立を恐れ，そこを明確化させてくることはでき
ませんでした．
　20年以上かけて私が努力し続けてきたことに
ほとんど成果が見られず，効果的な政策も作られ
ていない，というのが認めたくはないですが現実
と言わざるを得ません．
　認知症問題に関しては全く不本意で，精神障害
者の二の舞になってしまう構造を認知症でつくる
ろうとしている，懲りていないことに強い憤りを
感じています．
　強い政策決定が必要な問題です．しかし，現政
権にそれをする意志は全くないと思います．政権
が望まないことは官僚も意欲がありません．天を
仰ぐような気持ちです．
　このような話で終わらなければならないことは
非常に残念です．私自身は 20数年前，巣立ち会を
立ち上げた時，そうだったように，行政や政策が
当てにできないならせめて自分の目の前の人の人
生に少しでもかかわって，納得のいく人生を歩ん
でもらおうということに徹しているというのが現
状です．以上で私の話を終わらせていただきま
す．ありがとうございました．
　木村：では，室田先生，お願いいたします．
　室田：ご紹介いただきました，室田と申します．

スライド　14 スライド　15
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実は私，今回初めてソーシャル学会に参加させて
いただきました．こういった場でお話しさせてい
ただく機会をいただきましたことを感謝いたしま
す．
　私自身のソーシャルワークに対するスタンスと
しては，このように社会状況が不安定な中で，各
地の具体的なソーシャルワークの実践こそが，こ
の社会にとっての希望ではないかと本気で考えて
います．おそらく今回の大会のテーマでもある，
ミクロからマクロへの戦略という意味は，そう
いった草の根のソーシャルワークの実践が，少し
でも社会を前進させることができるという希望に
つながることなのではないかと考えています．
　私の今日の報告は，近年，ジェネラリスト・
ソーシャルワークが主流になっている中で，一部
のマクロの実践が部分的に伝えられているのでは
ないか，その中で，まさに「希望」の部分が失わ
れているのではないかということを中心にお話し
したいと思います．
　また，ソーシャルワーカーの置かれた状況とし
まして，ソーシャルワークの実践が委託事業とし
て行われている中で，それが誰のためのソーシャ
ルワークになっているかという問題があります．
つまり，それは評価者のためのソーシャルワーク
実践になっていないか，もしくはそのスポンサー
のための実践になっていないかということです．
ソーシャルワークが「希望」であり続けるために
は，やはりそれは当事者のためであったり，住民
のための実践であり続ける必要があると強く信じ
ています．そういった意味では，ソーシャルワー
カーの使命を考えるということを一つの主軸に置
きながら，ご報告させていただきたいと思います．
　しかしながら報告内容は，いたってシンプルな
ものです．ソーシャルアクションというターム
は，近年，教科書で使われているんですけれども，
それが図 1で示すようにパワーオーバーの実践と
して位置づけられていたものが，現在のソーシャ
ルアクションの定義は，パワーウィズの実践を指
すものに変わってきているということです．
　こういったタームの意味が変わるということ
は，多くの研究や実践においては起こり得ること

ですので，珍しいことではないんですけれども，
このことに自覚的になるということが重要ではな
いかと思います．
　具体的な話になりますが，たとえば，『ソーシャ
ルアクション』という雑誌が近年発刊されました．
その雑誌の中で取り上げられてる内容は，たとえ
ば，創刊号では，藤里町の社協の実践であるとか，
豊中の実践であるとか，風の村の実践であると
か，これらはいわゆるパワーウィズの実践もしく
は開発の実践と言っていいと思いますが，それら
の実践に対してソーシャルアクションという言葉
が用いられています．
　同様の傾向は教科書にもあります．たとえば中
央法規の教科書の中で，「まちづくりとソーシャ
ルアクション」という題目でソーシャルアクショ
ンが紹介されていますけど，そこでも，たとえば
「住民が主体となり新しい市民社会を展望し，そ
の実現に市全体で取り組むことを運営の核におい
た点に特徴がある．まちづくりから新しい社会創
設に向けた明確なソーシャルアクションをビジョ
ンとして描き実行している点で注目できる」この
ように，「まちづくりとしてのソーシャルアク
ション」と位置づけられていますし，ないしは，
べてるの家の実践も同様にソーシャルアクション
というふうに紹介されています．
　会場にいらっしゃる岩間先生も積極的にソー
シャルアクションという言葉を使われています．
たとえば地域を基盤としたソーシャルワークの 8
つの機能の一つとして，ソーシャルアクションを
紹介されていますが，その中身は「クライエント

図　1
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の声を代弁する形としてのソーシャルアクション
の展開．住民の参画と協働による地域福祉計画の
策定．新しい社会資源の開発と制度の見直し．
ソーシャルインクルージョンの推進」と提言され
ています．岩間先生は他にもソーシャルアクショ
ンという言葉を積極的に使われていて，『ソー
シャルワーク研究』の中でも，個を地域で支える
ための仕組みを展開する方法として，ソーシャル
アクションを紹介しています．
　『ソーシャルワーク研究』の岩間先生の論文には
ソーシャルアクションのプロセスの表がありま
す．その最後に「変革と創造」という項目があり
意識が変わった住民が，本人を支えるような仕組
みを地域でつくり出していくことをソーシャルア
クションの実践として位置づけています．
　そういった意味では，このあとお話しします
が，ソーシャルアクションというと従来は権力構
造に対するアクションなども含まれていましたけ
れども，近年の日本のソーシャルワークの研究や
教科書の中ではソーシャルアクションが，少し異
なる意味合いで用いられていることが多いと言え
ると思います．
　では，アメリカでソーシャルアクションがどの
ように扱われてきたかといいますと，ソーシャル
ワークの歴史ではケースワークと社会改良という
対立があった中で，卸売的な方法，社会改良の方
法としてソーシャルアクションが位置づけられて
きました．大恐慌の結果として，アメリカでは
ソーシャルアクションの必要性が強調されるよう
になりました．
　それでも，やっぱりソーシャルワークの外側の
ものとして位置づけられる傾向は強くて，ソー
シャルアクションは「プラクティス」ではなくて，
「アクション」，それは科学的なものではないとい
うふうに，60年代ぐらいまでは言われてきていま
した．それが公民権運動を経て，ソーシャルアク
ションも重要な実践として位置づけられるように
なりました．ソーシャルワークの五分法と六分法
では，ソーシャルアクションを含む考えが整理さ
れてきて，歴史の中で含まれていた時代，含まれ
ていない時代がありました．その後ジェネラル・

ソーシャルワーク と統合されていくわけです．
　日本では，アメリカと少し異なって，近代初期
から六分法が採用されて，ソーシャルアクション
というのはソーシャルワークの一つの方法である
と位置づけられてきました．ケースワーク，グ
ループワーク，コミュニティ・オーガニゼーショ
ンと，その他の方法として，管理法，調査法と並
列してソーシャルアクションが記載されてること
が多かったわけですね．たとえば社会福祉の教科
書でも，仲村優一先生がソーシャルアクションを
「組織的・集団的な運動としてのソーシャルアク
ション」と紹介していましたが，社会福祉士及び
介護福祉士法が成立したときにソーシャルアク
ションが除かれて，2008年のカリキュラム改訂で
も，それまで培われてきたソーシャルアクション
が，含まれないという位置づけがなされています．
　より細かく見ていくと，ソーシャルアクション
が，アメリカのコミュニティワークの変遷の中
で，どのように扱われてきていたかということが
重要になってきます．1939年のレイン報告以前
は，そもそもコミュニティ・オーガニゼーション
の明確な定義がつくられていなかったんですね．
COSの組織間の連携の実践なのか，セツルメント
の実践なのか，YMCAなのか，福祉協議会のよう
な実践なのかといった議論があったわけですけれ
ども，レイン報告が「ニードに適応するように社
会資源を動員する」ことであり，いずれの定義も
「社会的サービスを創造し，福祉機関の努力を連
絡・調整し，福祉事業計画を策定するという概念
を表明し，あるいは内包している」と定義しまし
た．
　これによってコミュニティ・オーガニゼーショ
ンという言葉がアンブレラタームという，上位の
概念として使われるようになったわけです．その
あとハーパーとダンハムの研究が，コミュニ
ティ・オーガニゼーションの定義は 50個から 100
個ほどあると整理しました．彼らはそのうちの主
要な13の定義を以下の4つのカテゴリーに分類し
ました．「共同・協働・統合」というのが一つ，
「ニード・資源調整」というのが 2つ目，「プログ
ラム間調整」というのが 3つ目，「民主的過程と専
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門性」というのが 4つ目です．さまざまなコミュ
ニティ・オーガニゼーション研究があるわけです
けど，ハーパーらは，日本の教科書でもよく紹介
されるロスの定義だけが，「ニード・資源調整」と
「共同・協働・統合」のどちらにも含まれるものと
考えて，比較的広く網羅するような研究と位置づ
けました．
　日本では，このロスの研究で止まっていること
が多いんですが，そのあとロスマンが 3つの実践
を紹介しました．図 2はそれを示した図です．ロ
スは，ロスマンが言うところの「小地域開発」と
「社会計画」という側面からコミュニティ・オーガ
ニゼーションを定義していました．ロスマンはそ
れにソーシャルアクションも加えて，主に 3つの
実践からなるものであると定義しました．
　それまでもソーシャルアクションというもの
は，ソーシャルワークの外側のものであって，プ
ラクティスではなくてアクションであると位置づ
けられていたのですが，公民権運動が起こって，
ソーシャルワーカーがソーシャルアクションに積
極的に関与するようになってから，ソーシャルア
クションも重要なコミュニティ・オーガニゼー
ションの一方法であるというふうに位置づけられ
ました．
　90年代になるとマリー・ウェイルという研究者
によって，ソーシャルアクションがもう少し細分
化されて説明されています．コミュニティワーク
の方法論として定着してきたということですね．
　なんでこんなことを細かく説明したかという
と，ここがパワーオーバーとパワーウィズにつな
がってくるのです．パワーオーバー，パワーウィ
ズという言葉は，アメリカの実際の現場ではよく
使われる言葉なんですが，あまり日本では浸透し
ていないと思います．メアリー・パーカー・フォ
レットという 1920年代に活躍されたセツルメン
トのワーカーの方で，さらに社会政策の研究者で
もある方が，本を何冊か出されているんですけれ
ど，この方が自著の中でパワーオーバー，パワー
ウィズという概念を定義しています．
　フォレットによれば，パワーオーバーというの
は，先ほどのロスマンの定義によるところの，

ソーシャルアクションということになります．た
とえばガンジーの実践であったり，納税拒否と
か，不買運動とか，奨励拒否などの実践を，ここ
でパワーオーバーと設定しています．具体的に
は，「当事者及びその関係者・協力者が保持する資
源や力では達成することができない目標を達成す
るために，変化を起こすことができる権力者に働
きかける」と定義しています．自分たちの持って
いる力を結集しても何か到達することができな
い，先ほどのお話しにもありましたけれど，精神
障害者の方が退院して生活する時に自分たちの資
源を最大限使える仕組みをつくることもできるわ
けです．それでもできないときに権力者に働きか
ける必要があるという意味で，パワーウィズ，パ
ワーオーバーを定義して，分けて説明してるわけ
ですね．
　他方，パワーウィズはロスマンの定義によると
ころのコミュニティ・ディベロップメントで，「権
力への抵抗ではなく，自分たちの力を蓄える，『協
同』の取り組み」であります．「当事者及びその関
係者・協力者が，自ら保持する資源や力を蓄え開
発し，それを達成することで目標達成する」こと
ができるとフォレットは定義しています．
　そう考えると先ほど，日本のソーシャルアク
ションの雑誌などで使われているソーシャルアク
ションは，パワーウィズの実践のほうを主に紹介
して，パワーオーバーが含まれていないと言うこ
とができると思います．
　次に図 3は日本福祉大学の平野隆之先生が，プ

図　2
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ログラム開発の流れを整理された図で，『福祉社
会開発学』という本からの引用です．開発と実践
の流れを示した図で，非常にわかりやすいと思い
ます．制度によって対応するニーズとそれ以外，
制度外のニーズと定義していて，制度外のニーズ
に対してワーカーが自発的に実践して，そこから
ワーカーの自発的な実践にとどまらずに，プログ
ラムを開発する．それが政策化されて，政策とし
て実施されて平常化する．プログラムになって遂
行されて，つまりワーカーの実践となって，制度
として対応するという流れを示しています．
　パワーウィズというのは，図 3の左側の流れな
んですよね．制度外のニーズに対して，持てる資
源を結集して，それに対応してプログラムをつ
くっていくという流れなんですが，むしろ，ここ
に含まれていないのはパワーオーバーの実践で
す．自分たちでつくる資源があればプログラムを
つくれますけれど，資源がないときには，それを
政府だったり企業だったり，自分たちが保持して
いない力を保持しているものに対して，アクショ
ンを起こして，そこから政策をつくってもらうと
いう動きが重要になるということです．
　ソーシャルワークの議論の中で，ソーシャルア
クションを含めるか，含めないかの議論は，何十
年も続いてきていると思います．私はその議論を
繰り返すつもりはなくて，重要なことというのは
皆さんご承知の通りパワーオーバーもパワーウィ
ズも，どちらも重要だという位置づけです．ただ，
ソーシャルアクションという言葉が，パワーウィ
ズを指す時に改めてパワーオーバーも忘れてはい
けないんですよねということを強調したくて，今
回このようにご報告させていただいています．
　しかし，日本でパワーオーバーの実践をするこ
とは難しい，そう簡単に実現するものではありま
せん．図 4は，少し古い研究ですけれども，ラル
フ・クレイマーがアドボカシーの類型を示したも
のです．アメリカは，特殊な類型に位置づけられ
るというふうに定義しています．アメリカの場
合，アドボカシーを地方・州・連邦レベルの立法
府に対して働きかけて行うけれども，イギリスや
オランダやイスラエルなどは，中央政府の官僚に

対し働きかけると整理しています．戦略として連
合組織を組んで，官の力に働きかけるというアメ
リカのやり方に対して，イギリスなどは，個々の
団体が官僚などに働きかける．方法としてアメリ
カはロビー活動やメディアの利用によって世論を
喚起するということをしますけれども，イギリス
とかイスラエルは，公式・非公式なコミュニケー
ションによって官僚に働きかけることでアドボカ
シーを行う．
　アメリカには議会制民主主義の特徴があるの
で，立法府に働きかけることによって変革を起こ
しやすいという政治的な理由があります．そのた
め，日本でアメリカのようなアドボカシーを行え
るじゃないか，なんでやらないんだっていう話に
はなりません．こういったことも含めて議論して

図　3
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いかなければいけません．なので，パワーオー
バーをやればいいじゃないかっていう話でもな
いっていうことです．
　しかし，私が紹介したい実践は，2013年の 1月
に，保育ふやし隊@杉並という活動を組織された
曽山恵理子さんの実践です．杉並区役所前に子育
て中のお母さんたちを一堂に集めて，シュプレヒ
コールをあげて，待機児童問題の深刻さを訴えた
ということがありました．そのことがメディアに
よって報道されたわけですけれども，それによっ
て待機児童問題が一気に明るみに出て，東京都が
対応するということになり，全国的に待機児童問
題がメディアで取り上げられて，社会問題として
扱われるようになりました．これは，近年稀に見
るパワーオーバーの成功事例だと思います．
　ここで問題なのは，曽山さんは自分自身の力で
この実践を推進したことです．そこにソーシャル
ワーカーが後方支援していたわけではない．この
ように今まで社会的に光が当たっていなかった問
題に対してパワーオーバーの実践をすることに
よって，それが社会の明るみになり，社会問題と
なり，それが政策的に大きく転換することが可能
な問題ってたくさんあると思うんですね．しか
し，ソーシャルワーカーはここに一枚噛めていな
い現状があるのではないかなと思います．
　そういった意味では，次のような例を私はよく
あげます．公民権運動前夜のアメリカのソーシャ
ルワークの実践の中で，よく問題にされたのが，
たとえばセツルメントの実践で，寄付をしてる人
たちが白人であったがゆえに，多くのセツルメン
トが白人の貧困者を対象に実践をおこなってい
て，黒人の貧困者に対してはサービスを提供して
いなかった．公民権運動が起こってそのことが大
きな批判を浴びるわけです．それによって，「ソー
シャルワーカーは今まで何をしてたんだ」と，「人
種差別に対して全く無自覚な実践していたじゃな
いか」と糾弾されたわけです．
　今のままですと日本のソーシャルワークの実践
も，非常に近いような危うい状況があるのではな
いでしょうか．つまり，本当に苦しんでいる人の
ところの声を拾って，それをアクションにつなげ

る．資源がないから諦めましょうじゃなくて，資
源がなければ何かしらのアクションを起こして，
それを社会の課題として明るみにするっていうこ
とが必要です．つまり，パワーオーバーの実践を
しない限り，ソーシャルワーカーの真の使命を果
たすことは難しいのではないかなと思います．
　そういったことを，たとえばハリー・スペクト
などが有名で “Unfaithful Angel” という本によっ
て明確に示しています．最後に，私が『ソーシャ
ルワーク研究』の書評コーナーにご紹介した，
チェンジリサーチという本があります．その本で
は，EBPが主流の時代の政治的な問題を指摘して
いて，エビデンスに基づくと効果的と思えないこ
とであっても，実はその地域の中で，政治的には
非常に重要な問題があり，その問題に対してソー
シャルワーカーが関与して，アクションリサーチ
として住民とともに働きかけることが重要と指摘
しています．こんな本も出ていますので，最後，
紹介させていただきました．
　拙い報告でしたが，以上で私の報告を終わりた
いと思います．ご清聴ありがとうございました．
≪拍手≫
　木村：室田先生ありがとうございました．そう
しましたら，シンポジストの先生方に壇上に上
がっていただくために，セッティングを変えます
ので，少々お時間いただきたいと思います．シン
ポジウムは 3時 15分終了なので，2時間枠なんで
すね．少々うれしい悲鳴といいますか，自由研究
発表，課題セッションの演題申込みの数が70を超
えまして，逆算していくと，私たち最初はゆっく
り，タイムスケジュール組んでいたんですけれど
も，どんどん時間がいっぱいっぱいみたいな感じ
で組まざるを得なくなってしまって．すでに時間
が押しておりますが，3時 20分には終了するとい
うような形で考えたいと思います．
　シンポジストの方々にご発表いただきましたけ
れども，生活者一人ひとりのミクロ的な安定，
ニーズから発生したミクロ実践から，メゾ，マク
ロの実践で，皆さん，どういうふうに力を発揮し
ていけるかというご苦労といいますか，取り組み
をなさっているわけで．今，フロアのほうから，
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パネリストへの質問ありましたらお受けしたいと
思うんですけれども，お時間の関係で，挙手して
いただいた方のご意見を先に何人かお聞きしまし
て，それに対して答え得る範囲の中で，それぞれ
の先生方にご発言いただこうと思います．ご意見
がございましたら挙手お願いします．
　岩間：ソーシャルアクションを含めて，ソー
シャルワークの主体を誰に置くかっていうこと
を，これまでこだわってきたのです．ですので，
パワーウィズのさらに延長にパワーオーバーが位
置づけられない限り，パワーウィズのないパワー
オーバーっていうのは，ソーシャルワークではな
いソーシャルアクションになってしまうんじゃな
いかという不安があるのですね．ソーシャルワー
クという枠組みの中でどう定義するかというとき
の主体は，やっぱり当事者であって，その声を代
弁してアドボカシーをする形で社会を変えていく
ということが大事なんだろうというふうに思って
いるんですね．
　木村：よろしいですか．岩間先生からご意見い
ただきましたけれども，ほかにフロアの方々から
何かございますでしょうか．はい，そこの前の方
ですね．
　男性 A：最後の室田先生の話で，アメリカ型と
イスラエルとかイギリス型って，あれ，非常に自
分，びっくりしまして．というのは，まさに昨日
いろいろと，ソーシャルアクションについて，あ
る相談者から相談を受けまして．それで，（イゾク
と戦う，というの自転車のかわり？）とかいうこ
とで，どういうふうにしたらいいかっていうこと
でいろいろ聞かれたときに，私，本当にイメージ
で，だから，アメリカの発想があったんだけど．
　でも実際，日本ってむしろイスラエルみたいな
感じで，本当に非公式コミュニケーションと，な
んかそういったもので決まっていくんですね．コ
ミュニケーションがうまい方が，すごく大きな影
響力を持ってて．だから，日本でソーシャルアク
ションっていうのを，パワーオーバーっていうこ
とで，（ソーシャルアクション？）するときに，ど
のようにしたらいいのかっていう，ぜひ，本当に
すごく緊急の課題じゃないかなと思うので．

ちょっとご意見いただけたら幸いです．
　木村：はい，ほかにございますでしょうか．そ
うしましたら，今お 2人からご意見，ご質問が出
たところで，副田先生，山野先生，田尾先生，ご
自身の取り組みで今の論点に何かお感じになるこ
とがありましたら，3人の方々も含めて（ご意見）
いただきたいと思います．そうしましたらまず室
田先生，よろしいでしょうか．
　室田：ありがとうございます．まず，岩間先生
のご発言からお答えします．ご発言いただいてあ
りがとうございました．岩間先生に整理していた
だいたように，パワーウィズから始まって，その
延長線上にパワーオーバーがおこなわれるという
ことはあります．パワーウィズ，つまり，当事者
が自分たちで力を蓄える中で，必要に応じてパ
ワーオーバーへと移行していく実践はある意味理
想的といえます．
　2件目のご意見ですけれども．日本の中で簡単
にパワーオーバー実践ができる状況じゃないとい
うことは，おそらく皆さん感じていらっしゃると
思います．私の言おうとしていることは，ソー
シャルワーカーがとれる方法としてパワーオー
バーが伝えられなくなることが一番危険であっ
て，積極的に取り組むべきだという議論ではあり
ません．そういった意味ではむしろ山野先生のご
報告にあったような，プログラムを開発して，そ
れを計画的に導入していくという働きかけが，日
本型のアドボカシーの実践として効果を発揮して
いるのだと思います．その代わりにパワーオー
バーするべきだという話ではなくて，パワーウィ
ズの方法で効果的な場合もありますし，それがど
うしても通用しない分野に対しては，しっかりパ
ワーオーバーをするという選択肢もあると考えて
おります．
　木村：3人の，副田先生，山野先生，田尾先生
なんですけれども，皆さんの研究の実践の中で，
パワーウィズといったところを意識なさっている
とか，あと田尾先生のお話しの中では，政策，国
が動いてくれないと，っていうような昔の経験を
語られてましたけれども．関心がというところ
等々があれば，ご経験からのご見解等をいただき



ソーシャルワーク学会誌　第 32号　2016

－ 80 －

たいというふうに．山野先生，お願いします．田
尾先生．はい．
　田尾：パワーウィズ，パワーオーバーっていう，
そういう概念を考えたことなかったんですけれど
も，とにかくその実践の中で，目の前にいる利用
者さんから始まってって意味では，視点はそこで
すよね．そこから始まって，体制を変えていかな
ければいけないということで，必ず資源を増やす
という形で始まり，そのときに，議員回りもしま
したし，行政の方にお願いしたり，いろんなこと
をやってきてますし，国のそういうプロセスも
あったんですよね．
　それを推し進めて，何かをやろうとするとき
に，やっぱりどのタイミングで，どこにどういう
ふうに働きかけて，何を得ようとするかっていう
ところって，やる前にですが，きちんと生活をか
けておかなければならないというとき，貧困であ
るという状況に対しては，本当にきちんとしたロ
ビー運動をやっていくというんですけども，どこ
がやるかということがまだ決定できないので……．
　山野：パワーオーバー，パワーウィズっていう
先生のご説明で，随分整理されたなと思って聞い
ていました．先ほどおっしゃってくださった，決
して成功しているわけではないんですけれども，
パワーウィズって形でやってきているのかなって
いうふうに意識ができました．岩間先生がおっ
しゃられた，パワーウィズの向こうにパワーオー
バーがあるっていうことも，すごく重要だなって
いうふうに思いますし，バランスというのか，パ
ワーウィズをやりながらパワーオーバーっていう
こともあったりとか，バランス的に散りばめられ
てるんですかね．今，田尾先生がおっしゃられた，
どこに向けて，どの視点でっていうとこが，やっ
ぱり重要になる．並行したり，バランスも重要な
のかなと思いました．
　私たちがつくったプログラムの中に，戦略を練
るっていう，ある教育委員会と戦略を練るとか，
政策をつくるところと戦略を練るっていう，効果
的援助要素といっているのです．そもそもそうい
うふうにパワーウィズで一緒にやっていくってい
うようなプログラムのプロセスの中に入っている

感じがあることが，今，先生がおっしゃるような
ことだと思います．ありがとうございました．と
ても勉強になりました．
　副田：ソーシャルアクションという考えとは距
離があるので，ちょっと戸惑いがありますけれど
も，山野先生のプログラム開発におけるパワー
ウィズというやり方は参考にしたいものの一つだ
とは思います．ただ，報告の中では申し上げまし
たが，実践家にとって重要だと思ってもらえる目
標とか，介入アプローチをつくっていって，それ
が実際の実践に効果がある，使っていきたい，と
いうふうに広まっていくのがよいと私たちは考え
ていて，国が一つの介入アプローチを「こういう
のがよい」と取り上げて，実践家に実施するよう
促していくよう，私たちが働きかけていくのがよ
いとは考えていません．
　私たちの早期介入アプローチっていうのは，地
域包括支援センターとか虐待防止ネットワークと
いった仕組みがすでにできているなかでの話で
す．そのなかでいろいろな実践アプローチの選択
肢が増えればいいというふうに考えているので，
「これがベストな方法だ」ということで押しつけた
り，国や自治体が取り上げて実践家に使うよう指
示する方向にもっていくことは避けたほうがよ
い．利用者や家族の安全・福祉を守ることを目標
とした，関係形成に焦点を当てた介入アプローチ
であるけれども，その有用性は確認されつつある
けれども，その採用や拡大は実践家や関係組織，
自治体の主体性に委ねたほうがよい，という考え
なので，ソーシャルアクションの考え方とは距離
があります．
　木村：ありがとうございます．今の先生方のご
発言をうかがって，マクロ実践におけるソーシャ
ルアクションですとかその理論と方法をもっての
取り組みはまさにこれから発展していくものなの
であろうということで，基調講演をしてくださっ
た大嶋先生もいらっしゃいますので，ちょっとコ
メントをいただければと思います．
　大島：それぞれに非常に魅力的なご報告をあり
がとうございました．今回のシンポジウムの位置
づけとしては，実践家・利用者・住民参画によっ
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て効果的な支援環境を開発する方法を，大会テー
マである「つながりと分かち合い」という理念を
絡めながら検討し，構築するという趣旨でご議論
いただいたと思います．
　ミクロからマクロへ向けて，効果的なモデルを
つくるという取り組みについては，室田先生の位
置づけとしては「パワーウィズ」になるのでしょ
うか．山野先生のスクールソーシャルワークプロ
グラムのように社会的に求められ，政策的に位置
づきやすいプログラムでは，「パワーウィズ」の側
面があるように思います．しかし，田尾先生がご
報告された精神障害者の退院促進支援プログラム
のモデル開発は「パワーウィズ」なのか．どのよ
うに位置づけたら良いのかと思いました．必ずし
も社会的にも政策的にも位置づけにくい側面があ
りますので．
　田尾先生のご報告に私はちょっと衝撃を受けて
うかがっておりました．私自身が退院促進・地域
定着支援プログラムのプログラム開発と評価の取
り組みを10年くらい続けてきました．そのモデル
となったのが巣立ち会の取り組みです．非常に優
れた，おそらく世界に出しても引けをとらない，
効果的なプログラムと思っています．日本の長期
入院問題を打開して行く上で非常に有力な効果モ
デルと考えています．各地で本気の取り組みが続
いていけば，日本の脱施設化は進んで行くように
思います．
　巣立ち会の取り組みは，東京都事業が実施され
て 2年目 3年目ですかね．東京都で年間この事業
を利用して80人くらいが退院になった時に，その
約半数を巣立ち会モデルで地域移行を実現してい
たのですね．しかしその翌年になると，東京都か
ら委託を切られてしまったのです．東京都のやり
方にそぐわないということだったようです．むし
ろ東京都精神病院協会の方が，「もっと続けて欲
しい」と東京都に要望するくらいでした．
　その後，田尾先生がおっしゃったように，障害
者自立支援法の個別給付によって全国で取り組め
るようになりました．巣立ち会の活動はそれによ
り給付されるようになりましたが，全国の取り組
みは，詳しくは述べませんが，新制度の導入で減

速することになりました．
　このような状況に対して，ソーシャルワークサ
イドで何ができるのでしょうか．先ほども触れま
したが，巣立ち会モデルの退院促進支援プログラ
ムは，効果モデルとしてEBPプログラムにもなり
得る取り組みと考えています．しかし行政サイド
の理解がないために，効果モデルが社会的に位置
づかない現状がある．そのような現状に対して田
尾先生は失望されて，目の前のニーズに淡々と応
えていけば良いと考えておられるのかと理解しま
す．
　しかし，退院促進・地域定着支援のプログラム
開発と評価に 10年間取り組んでいる私たち研究
チームはまだ希望を持っています．効果的な退院
促進・地域定着支援を進めるための仲間づくりを
しながら，「このモデルは効果的だから一緒にや
ろう」と，手を変え，組織を変え，アプローチ法
を変えて取り組まなければならないと考えている
ところです．
　このような取り組みが「パワーオーバー」なの
か，「パワーウィズ」なのか．実践からボトムアッ
プで，「リゾーム型」という言葉を基調講演で使い
ましたが，「リゾーム型」で，お互いの分かち合い
の中で，効果モデルを下からみんなでこういう取
り組みをやればできるんだっていうことを，社会
に訴えて下からのパワーで変えて行くことができ
るのではないか，それは「パワーオーバー」のア
プローチなのではない，「プログラム開発と評価」
を「パワーオーバー」の手立てにすることが可能
なのではないかと，私は思います．
　室田先生のご提言は，とても理解しやすかった
んですが，「パワーウィズ」の上に「パワーオー
バー」があるという枠組みに対して，「プログラム
開発と評価」は，同時並行的に取り組むことが必
要なのではないかと思います．目の前のクライア
ントと向き合って，効果モデルを作り，社会に働
きかけて行くことが当たり前に行われることが必
要なのではないかと思いました．
　感想的なことも含めてコメントしました．もし
可能であれば，室田先生，田尾先生，ひと言ずつ
ぐらいリコメントを頂けると嬉しく思います．
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　室田：そうですね．パワーウィズとパワーオー
バーということを意識的に考えることが，実践者
としても重要だと思います．近年はパワーウィズ
の実践が蓄積されてきてるので，今後はパワー
オーバーの方法論も，もう少し掘り下げて蓄積し
ていくことが，また記録として残していくことが
できるといいのではないかと考えています．
　田尾：年に 1回ぐらい厚労省の障害福祉課には
「見に来て」と言って，視察に来てもらったりして
いますし．その中で何かタイミングがよく，関心
持ってくれる人．ここでする話じゃないんです
が，産があって，そこの連携がうまくいくと，す
ごくよいことができるのに，それがまずいってな
いときって，ぼそぼそと切れてってみたいな．
さっき言った地域移行の支援なんかは，障害福祉
課が連携することによって，もっともっと発展さ
れるんですね．それを私はわかっていても，それ
をさせられない．させるためには，かなりの頻度
かよって，やっていかなくちゃいけないっていう
ことがあったり．いろいろ，やれるだろうなと思
うことが，まだあるというふうには思っていま
す．元気が出たらやります．
　山野：田尾先生のお話しはとても刺激的で．原

点に戻って積み重ねていくということの重要性を
感じていました．ありがとうございます．
　副田：高齢者の分野は制度や仕組みが整ってき
ているので，今，実践のほうをやっているという
ことです．ただ，地域包括ケアシステムの話が進
んでいくなかで，虐待事例が増えるにもかかわら
ず利用できるサービスが減少し，他方で，地域包
括支援センターの人たちの仕事がさらに増え，虐
待対応がこれまで以上にむずかしくなっていく恐
れも出てくる．そうしたなかで，あらためて，制
度や仕組みの改善・改変を地域包括支援センター
の人たちと一緒に考え，訴えていかなければなら
ないかもしれません．
　木村：先生方，ありがとうございました．非常
に各実践家・研究者が日本のシステムですとか，
日本の土壌というところでの戦略，計画立てとい
うふうなものを，これからどんどんと見ないとい
けないのかなと．そこにすごく，一石を投じてい
ただいたと思います．
　今日は夕方，また懇親会，情報交換会ございま
すので，皆さん，こちらに出ていただいて，ぜひ
議論を掲げていただきたいと思います．ありがと
うございました．


